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日進市避難所運営マニュアル

運営本部6係

物資係について

1. 「物資係」を立ち上げる

●「物資係」のリーダー1名、サブリーダー2名を決める

2. 防災倉庫に「物資係セット」を取りに行く

●防災倉庫から「物資係セット」を出す

指示書はこの中にあります

※ 3名の内、女性が1名以上となるように！

※人数が足りない場合、避難者の中から随時メンバーを募る

3. 係名シートが入った防災ベストを着用
「物資係」メンバーの名札を作る

●養生テープに係名と名前（ひらがな表記）を記入し、
身体の前面と背面の見えやすいところに貼る

（例） ぶっしかかり

物 資 係
4. 搬入経路を確認し、物資一時置き場を作る

物資受け渡しスペースを設置する

●搬入路に近い場所に物資一時置き場を作る

●物資を搬入したら一時置き場において、物資受入簿に記入する

5. ステージに物資保管スペースを設置する

●防災倉庫内の備蓄品一覧表で物資・備蓄品の確認をする

下にブルーシートを敷いて養生する

●物資の種類ごとに分類し保管する

●物資の分類を表示する

※体育館外を物資一時置き場、屋内ステージを「物資置き場」

設備・資機材、要配慮者対策、食料・水、食器類・調理器具等、
環境・衛生用品、衣類、ペット関係、事務用品
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6. 防災倉庫にある水・食料等を配給する

●物資の数が足りている場合は、組ごとに仕分けをし、
組のリーダーに取りに来てもらう

●物資の数が足りていない場合は、下記の基準を参考に配給する

①乳幼児・小学生のいる世帯

②体の弱い高齢者・障がい者等要配慮者がいる世帯

③一般避難者（不足分はお互いに分け合うよう声かけ）

●「物資ごとの受入・配布等管理簿」に記入する

●屋外に炊き出し場所を設置する

●女性の視点備蓄チェックシートで不足しているものを確認

7. 物資の調達

●緊急性の高い物など、物資・食料の要望がある場合は、
「運営本部係」に報告し、災害対策本部へ依頼をかけてもらう

●物資が入ったら「物資受入簿」

「物資ごとの受入・配布等管理簿」に記入する

a. 在宅避難者への配給

以下は、少し落ち着いたらやることです

b. 避難所運営委員会「食料物資班」、
「外部支援受入班」への移行

●避難施設入居者の物資が確保されている、
又は、緊急性が高い場合には、避難者の物資を在宅避難者へ提
供する

●食料物資班1～9（災害救助法等事前確認、調達・配給に必要な場
所などの確保、調達、受け取り、保管、配給、炊き出し、給水車、
避難生活の⾧期化に伴う必要物資の確保）

●外部支援受入班1～4（受け入れの検討、外部支援の受け入れ、外
部支援受け入れの終了、その他）

「物資係」についての

お話しは以上です

ご清聴ありがとうございました









D；放課後

子供教室 C：なかよしルーム

E：体育館
































